
化石燃料由来の電力に代えて、ごみ処理施設や産業廃棄物処理施設
で発電・供給される電力を地域で利活用することで、エネルギー起
源CO₂排出量を削減する設備設置に対し、国費による補助が行われま
す。
この電力への代替に必要となる、供給設備および需要設備の改造、

または新たな設備の導入に要する費用が補助対象となります。

電力利活用事業の補助対象範囲の概要について



電力利活用事業の補助対象範囲（発電した電力を、自営線で近隣の公共施設等及び関連企業等に供給する場合）

ごみ処理施設や産業廃棄物処理施設で発電した電力を、自営線にて公共施設等及び地域の関連企業等に供給する設備が、補助対象とな
ります。
※自己託送を行う場合は、発電事業者と需要家の関係性により特定供給許可が必要
※自営線による電力供給の場合には、電気事業法等の規定を十分に確認し、電力供給の可否確認が必要

自営線

蒸気タービン・発電機

特別高圧受変電設備

高圧配電設備

切替盤

ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設 公共施設等、関連企業等

各設備へ

受変電設備

補助対象範囲

G

構内第一柱
PAＳ（気中負荷開閉器)

＜ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設で発電した電力で代替した場合＞ 各設備へ

各設備へ

構内第一柱
PAＳ（気中負荷開閉器)

低圧配電設備

受変電設備

＜従来の方式＞

※図は補助対象設備の基本例です。詳細は交付規程、公募要領をご覧ください。不明な点などありましたら、当協会へお問い合わせください。

電力需要に必要最小限
のケーブルの追加・敷
き替え、機能追加電力供給に必要最

小限の機能追加

自己託送（一般送配電事業者電線網を利用）

自己託送に必要な
保護装置等の機器

補助対象範囲



自己託送（一般送配電事業者電線網を利用）

電力利活用事業の補助対象範囲（EV充電器や蓄電池を設置し、ごみ処理施設等で発電した電力を有効活用する場合）

自営線

蒸気タービン・発電機

高圧配電設備

ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設 公共施設等、関連企業等

低圧配電設備

補助対象範囲
電力供給に必要最
小限の機能追加

G

次の項目が補助対象となります。
①公共施設等、関連企業等に設置するEV充電器及び蓄電池
②ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設で発電した未利用の電力を自営線又は自己託送による供給に必要な設備
※自己託送を行う場合は、発電事業者と需要家の関係性により特定供給許可が必要
※自営線による電力供給の場合には、電気事業法等の規定を十分に確認し、電力供給の可否確認が必要

各設備へ

低圧配電盤受変電設備

特別高圧受変電設備

各設備へ

＜ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設で発電した電力で代替した場合＞

受変電設備

切替盤

構内第一柱
PAＳ（気中負荷開閉器)

構内第一柱
PAＳ（気中負荷開閉器)

＜従来の方式＞

自己託送に必要な
保護装置等の機器

補助対象範囲

各設備へ

EV充電器

低圧配電盤

蓄電池

（屋外）

分電盤

EV充電器

分電盤

（屋内）（屋外）

※図は補助対象設備の基本例です。詳細は交付規程、公募要領をご覧ください。不明な点などありましたら、当協会へお問い合わせください。

電力需要に必要最小限
のケーブルの追加・敷
き替え、機能追加

電力需要に必要最
小限の機能追加



電力利活用事業の補助対象範囲（発電した電力を、自営線で近隣の公園の照明や防犯灯に供給する場合）

自営線

蒸気タービン・発電機

高圧配電設備

ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設 公共施設等、関連企業等

低圧配電設備

補助対象範囲

G

＜従来の方式＞

受変電設備

特別高圧受変電設備

各設備へ

＜ごみ処理施設・産業廃棄物処理施設で発電した電力で代替した場合＞

ごみ処理施設や産業廃棄物処理施設で発電した電力を、自営線にて近隣の公園の照明や防犯灯に供給する設備が、補助対象となります。
※自己託送を行う場合は、発電事業者と需要家の関係性により特定供給許可が必要
※自営線による電力供給の場合には、電気事業法等の規定を十分に確認し、電力供給の可否確認が必要

構内第一柱
PAＳ（気中負荷開閉器)

構内第一柱
PAＳ（気中負荷開閉器)

公園照明 防犯灯

各設備へ

一般送配電事業者
（小売電気事業者を含む）

一般送配電事業者
（小売電気事業者を含む）

低圧配電盤

受変電設備

低圧配電盤

分電盤 分電盤

公園照明 防犯灯

各設備へ

分電盤 分電盤

切替盤

※図は補助対象設備の基本例です。詳細は交付規程、公募要領をご覧ください。不明な点などありましたら、当協会へお問い合わせください。

電力需要に必要最
小限の機能追加

電力供給に必要最
小限の機能追加
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